
証券コード 3690
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株 主 各 位
　

大阪市北区梅田二丁目4番9号
ブリーゼタワー13Ｆ　株式会社ロックオン　

代表取締役社長 岩 田 　 進
　

第16回定時株主総会招集ご通知
　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第16回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使すること
ができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討くだ
さいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただ
き、平成28年12月21日（水曜日）午後6時までに到着するよう、ご送付
くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

　
1. 日 時 平成28年12月22日（木曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市北区梅田二丁目4番9号 ブリーゼタワー8Ｆ

ブリーゼプラザ会議室
3. 目的事項
報告事項 1. 第16期（平成27年10月1日から平成28年9月30日ま

で）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び
監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第16期（平成27年10月1日から平成28年9月30日ま
で）計算書類報告の件

決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 監査等委員である取締役以外の取締役3名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第4号議案 会計監査人選任の件
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
　

以 上
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申し上げます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インタ
ーネット上の当社ウェブサイト（アドレス http://www.lockon.co.jp/ir/）に掲載させていただきま
す。
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[添付書類]
　

事 業 報 告
　

(平成平成2728年年109 月月 130日から日まで)
　
１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果
　当社グループが事業を展開している国内のインターネット広告市場につきまし
ては、スマートフォン広告市場の継続的拡大や動画広告市場の急成長に加え、「プ
ログラマティック広告取引」（オーディエンスデータに基づいて自動的に広告枠の
買い付けを可能にする取引形態）の浸透が進み、引き続き高い成長を遂げ、平成
27年のインターネット広告費はマスコミ４媒体広告費がマイナス成長となる中、
前年比110.2％の1.2兆円（㈱電通「2015年日本の広告費」） と唯一プラス成長
となる等、堅調に推移しております。
　一方、当社グループのもう一つの対面市場であるEC市場につきましては、スマ
ートフォンやタブレット端末の普及・進化に伴い、企業のECビジネス展開が加速
しており、平成27年国内BtoC-EC市場は、前年比107.6％の13.8兆円まで拡大し
ております。また、全ての商取引に対する電子商取引の割合であるEC化率は、
BtoC-ECで4.8％（経済産業省「平成27年我が国経済社会の情報化・サービス化
に係る基盤整備（電子商取引に関する市場調査）報告書」）であり、伸びしろが大
いにある分野であります。
　このように対面市場が堅調に伸びている反面、スマートフォンの普及やテクノ
ロジーの進歩等により、各市場のトレンドが急速に変化しており、企業もそれに
合わせた変化を求められております。当社グループはこの市場の急激な変化に対
応するため、また、当社の新しい経営方針である「マーケティングロボット」事
業の領域拡大のため、平成28年9月期を、短期的及び中長期的な成長を見据えた
投資期と設定し、事業の変革に努めて参りました。
　この結果、当連結会計年度の売上高は1,612,547千円（前年同期比12.2％増）、
営業利益は247,936千円（前年同期比29.2％減）、経常利益は250,279千円（前
年同期比28.9％減）となり、親会社株主に帰属する当期純利益は168,819千円
（前年同期比26.9％減）となりました。
　
　なお、セグメント別の業績は以下のとおりとなりました。
① マーケティングプラットフォーム事業
当事業はマーケティングプラットフォーム「AD EBiS」を提供する事業であ

ります。「AD EBiS」は広告効果測定システムを中心とした「測定」機能と、国
産リスティング広告運用プラットフォーム「THREe」に代表される蓄積された
マーケティングデータを「活用」する機能の2つで構成され、一気通貫したマー
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ケティング統合環境を提供しております。
当事業においては、「AD EBiS」の「TVエビス」 「オーディエンスエビス

（特許出願中：特願2016-94841）」や、「THREe」のAI（人工知能）を搭載し
た自動入札システムの刷新等、新規サービスの開発や、展示会等広告宣伝の強
化といった短期的な収益拡大へリソースを投下する一方、「AD EBiS」のデータ
ベース基板強化や、マーケティングメトリックス研究所の人員強化等による中
長期的な事業拡大のための積極的なリソース投下に努めました。その結果、売
上高は1,073,977千円（前年同期比17.9％増）、営業利益は209,894千円（前
年同期比2.1％減）となりました。
　
② 商流プラットフォーム事業
当事業はEC構築オープンソースからなるフリーミアムモデルのECオープン
プラットフォーム「EC-CUBE」と、ECサイト構築の受託開発を行うサービス
である「SOLUTION」で構成されます。当事業は「EC-CUBE」の開発や他社
サービスとの連携による「EC-CUBE」のプラットフォーム拡充がストック収益
となるビジネスモデルです。また、受託開発の「SOLUTION」は顧客ニーズ獲
得と最新技術の研究開発の役割も担い、獲得したニーズや技術を「EC-CUBE」
や「AD EBiS」に還元する社内循環システムを確立しております。
当事業においては、スマホアプリやリアルPOSレジ、IoT対応なども視野に入

れ、より大きな市場に対応した「EC-CUBE3」の開発に注力し、プラットフォ
ームの更なる拡充に努めました。また、次世代のEC基盤として、ビットコイン
の基盤技術である「ブロックチェーン技術」のECへの応用に関する研究開発を
開始する等、これからのECを担う基盤技術の開発へ積極的にリソースを投下い
たしました。その結果、売上高は538,569千円（前年同期比2.3％増）、営業利
益は38,041千円（前年同期比72.0％減）となりました。

　
（2）設備投資の状況
　当連結会計年度におきましては、事業規模の拡大等の観点から、総額147,483
千円の設備投資を実施しております。
　主な投資といたしましては、マーケティングプラットフォーム「AD EBiS」の
新機能開発による社内利用ソフトウェアの増加88,039千円並びに、「AD EBiS」
のデータベース基盤強化のためのサーバ及びネットワーク機器等の増強56,047千
円であります。なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はあり
ません。

　
（3）資金調達の状況
　当連結会計年度において重要な資金調達はありません。
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（4）財産及び損益の状況の推移
①企業集団の財産及び損益の状況

　

区 分 第13期
（平成25年9月期）

第14期
（平成26年9月期）

第15期
（平成27年9月期）

第16期
(当連結会計年度)
（平成28年9月期）

売 上 高 （千 円） － 1,360,296 1,437,444 1,612,547

営 業 利 益 （千 円） － 249,336 350,426 247,936

経 常 利 益 （千 円） － 233,563 352,024 250,279

親会社株主に帰属
する当期純利益 （千 円） － 137,674 230,853 168,819

1株当たり
当期純利益 （円） － 47.92 36.89 26.79

総 資 産 （千 円） － 1,029,094 1,250,475 1,434,353

純 資 産 （千 円） － 806,394 1,036,898 1,193,149

1株当たり
純 資 産 額 （円） － 258.61 165.68 189.08
　（注） 1. 第14期が連結初年度となりますので、第13期については、記載しておりません。

2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行株式数により算出しております。
4. 当社は、平成25年10月1日付で株式1株につき200株の割合で、平成26年7月26日付で株
式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、第14期の期首にこれらの株式分割
が行われたと仮定して1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を算出しております。
また、平成27年6月1日付で株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、第
15期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり当期純利益及び1株当たり純資
産額を算出しております。なお、これらの株式分割が過年度に行われたと仮定して遡及修正
を行った場合の1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額は以下のとおりとなります。　

区 分 第13期
（平成25年9月期）

第14期
（平成26年9月期）

第15期
（平成27年9月期）

第16期
(当連結会計年度)
（平成28年9月期）

1株当たり
当期純利益 （円） － 23.96 36.89 26.79

1株当たり
純 資 産 額 （円） － 129.31 165.68 189.08

　

― 5 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年11月22日 15時29分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20160829_01）



②当社の財産及び損益の状況

区 分 第13期
（平成25年9月期）

第14期
（平成26年9月期）

第15期
（平成27年9月期）

第16期
(当事業年度)
（平成28年9月期）

売 上 高 （千 円） 1,090,226 1,360,296 1,437,444 1,612,547

営 業 利 益 （千 円） 74,568 260,653 357,085 257,223

経 常 利 益 （千 円） 75,004 245,162 359,009 252,098

当期純利益 （千 円） 42,397 149,273 218,604 169,123

1株当たり
当期純利益 （円） 9,059.32 51.95 34.93 26.83

総 資 産 （千 円） 470,181 1,040,428 1,250,941 1,438,169

純 資 産 （千 円） 340,766 818,281 1,036,989 1,193,067

1株当たり
純 資 産 額 （円） 72,813.25 262.43 165.69 189.06
　（注） 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行株式数により算出しております。
3. 当社は、平成25年10月1日付で株式1株につき200株の割合で、平成26年7月26日付で株
式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、第14期の期首にこれらの株式分割
が行われたと仮定して1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を算出しております。
また、平成27年6月1日付で株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、第
15期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり当期純利益及び1株当たり純資
産額を算出しております。なお、これらの株式分割が過年度に行われたと仮定して遡及修正
を行った場合の1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額は以下のとおりとなります。　

区 分 第13期
（平成25年9月期）

第14期
（平成26年9月期）

第15期
（平成27年9月期）

第16期
(当事業年度)
（平成28年9月期）

1株当たり
当期純利益 （円） 7.55 25.98 34.93 26.83

1株当たり
純 資 産 額 （円） 60.68 131.22 165.69 189.06

　
（5）対処すべき課題
　当社グループは、インターネット関連市場の中でも特に、インターネット広告
市場とEC市場を中心に事業を行っており、対処すべき課題は以下のとおりであり
ます。
① 既存事業の収益拡大
　当社グループは、「マーケティングプラットフォーム事業」を収益成長促進事
業、「商流プラットフォーム事業」を収益基盤事業と位置付け、これまでその育
成に努めて参りました。今後も既存事業においては継続的な機能の拡充等を行
うことにより、更なるユーザー層の拡大を行うことができると考えております。
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イ）「マーケティングプラットフォーム事業」
　運用型広告の登場や、最近では急速なアドテクノロジーの進展に伴い
RTB(Real Time Bidding)のようなターゲティング効果の高い手法が登場し
ており、インターネット広告は「広告枠販売」から「人へのターゲティング」
へと劇的に変化しております。
　当社グループでは、これまで築き上げてきたアドテクノロジーの実績を基
に、さらに開発力を強化することで、製品力を高めることはもちろんのこと、
営業力の強化も行い、ユーザー領域の拡大を図りながら、顧客数を増加させ
ることで、収益性を向上させて参ります。

ロ）「商流プラットフォーム事業」
　EC市場規模は今後も高い成長を遂げていくと考えており、特にインターネ
ット市場とリアル市場との融合により更なる拡大を遂げると考えております
(OtoO市場)。今後は、これまでECサイトに縁がなかった実店舗の経営者が
ECサイトを出店することが予測されますが、すでにECサイトの利用層を主
たる顧客にしている当社グループにとっては、顧客層の拡大という意味で大
きなチャンスが到来するものと考えております。
　当社グループでは、これまで築き上げてきたECサイトの実績を基に、さら
に開発力を強化することで収益性を向上させて参ります。

　
② 新しいビジネスモデルの展開
　当社グループは、インターネット広告市場とEC市場を中心に事業を行ってお
りますが、インターネット市場は急速に変化することから、新しいビジネスモ
デルを構築することが重要であります。
　今後、マーケティング分野においては、インターネット市場とリアル市場の
融合が進み、従来の４媒体広告(テレビ、新聞、雑誌、ラジオ)とインターネッ
ト広告を分けて管理してきた広告運用のスタイルが、全媒体を統合管理した広
告運用スタイルに変化すると予測しております。このことから、広告運用の基
となるデータはより複雑、膨大なビッグデータとなり、企業固有のビッグデー
タを分析、活用できるプラットフォーム(プライベートDMP)のニーズが高まっ
てくると考えております。
　こうした観点に立ち、当社グループではプライベートDMPの受託開発を既に
開始しております。当社グループの基本戦略に基づき、知見ノウハウを蓄える
ことでプライベートDMP構築のベストプラクティスを抽出し、体系化すること
でSaaS型へ業態を転換し収益性を向上して参ります。
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③ 事業間のシナジーの拡大
　当社グループの「マーケティングプラットフォーム事業」及び「商流プラッ
トフォーム事業」の2セグメントの事業シナジーを強化し、より一体化させたト
ータルソリューション提供を行う必要があると考えております。そのためには、
当社グループのサービスに蓄積するビッグデータを活用する必要があります。
　現在も、社内のデータ分析機能であるマーケティングメトリックス研究所に
より、ビッグデータを活用した情報提供を行っており、これは当社のソフトウ
ェア開発等にも活かされております。今後この分野においては市場ニーズの拡
大が見込まれるため、更なるサービス開発や新技術の獲得・活用を図って参り
ます。

　
④ 海外事業展開の促進
　当社グループでは、日本市場で蓄積した知見ノウハウを活用し、大きな市場
規模を誇る米国市場をはじめとした海外市場に積極的に展開を図ることで、当
社サービスの他国展開を行うことが事業の一層の発展における重要な要素であ
ると考えております。海外戦略の一環として、当社グループのソフトウェア開
発拠点として、ベトナムホーチミン市に子会社のLOCKON Vietnam Co.,
Ltd.が事業を展開しております。
　今後も、海外における現地法人の設立やパートナーシップを構築することで、
海外事業の立ち上げと拡大・成長を図って参ります。

　
⑤ デバイスの変化への対応
　当社グループでは、今後の事業の拡大において、スマートフォンやタブレッ
ト端末のような、ユーザーが利用するデバイスの変化を常に把握し迅速に対応
することが重要であると考えております。
　そのため今後も、新たなデバイスにおける専用のユーザーインターフェイス
の作成等を実施することで、更なるユーザーの獲得を図って参ります。

　
⑥ 自社及び自社サービスの認知度向上
　当社グループは、BtoB市場での商流が主であることから、インターネット上
でのマーケティング活動により、顧客を獲得して参りました。
　しかしながら、既存事業の更なる拡大のためには、自社ブランドの確立、認
知度の向上並びにリピーターの獲得が必要であると考えており、今後は、イン
ターネット上でのマーケティング活動だけでなく、マスメディアを活用した広
告宣伝及びプロモーション活動を強化して参ります。
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⑦ 人材の確保及び教育研修の強化による社員の能力の維持・向上
　当社グループでは、少人数で効率的な組織運営を行って参りましたが、今後
の成長のためには、人員拡充と更なる社員の能力の維持・向上が必要であると
考えております。
　事業の拡大や多角化により、高い専門性を有する人材の獲得及び育成の必要
性が大きくなっており、必要な人材を十分に確保することが重要な経営課題と
なっております。そのため、積極的な人材採用活動はもちろんのこと、実力・
能力主義の報酬体系の実施、教育研修制度の充実、業務の効率化、外部ノウハ
ウの活用などの取り組みを強化して参ります。
⑧ システムの安定性の確保
　当社グループの事業におきましては、インターネット上にてサービス提供を
行っている関係上、安定した事業運営を行うために、アクセス数の増加を考慮
したサーバ設備の強化、並列処理システムの導入等による負荷分散が必要とな
ります。現行の当社グループのサービスの改善とともに中長期的視野に立った
設備投資を行い、システムの安定性確保に取り組んで参ります。
⑨ 情報管理体制の強化
　当社グループでは、SaaS方式でのサービスを展開していることから、ビッグ
データを保持しており、情報管理体制の強化は重要課題と認識しております。
そのため、個人情報等の機密情報を取り扱う際の業務フロー、社内規程の整備、
定期的な社内教育の実施、セキュリティシステムの整備等により、今後も引き
続き情報管理体制の強化を行って参ります。また、平成18年12月より、財団法
人日本情報処理開発協会(現一般財団法人日本情報経済社会推進協会)が発行す
るプライバシーマークを取得しております。

　
（6）主要な事業内容

　

当社グループは、当社、連結子会社であるLOCKON Vietnam Co., Ltd.、非連
結子会社であるLOCKON marketing of U.S.A. Inc.(休眠会社)及び関連会社であ
る有限会社彩の4社で構成されております。
　また、当社グループは「グローバルに影響力のある企業を作り、より多くの人に
夢と希望を与えたい」という創業時からの想いを経営理念に「Impact On The
World」と定め、事業運営を行っております。経営理念である「Impact On The
World」を体現するため「信頼性」「スピード」「独自性」「先進性」「主体性」の5
つの行動指針を定め、提供サービスはもとより、事業戦略から、採用活動、人事制
度、日常業務に至るまで一貫した考えのもと事業推進を行い、デジタルマーケティ
ングテクノロジーの開発・提供を行っております。
当社グループは、マーケティングプラットフォーム「AD EBiS」の開発・販売、

及び顧客企業内に蓄積されたデータを組み合わせ、インターネット広告出稿の最適
化を行うサービス「THREe」で展開する「マーケティングプラットフォーム事業」、
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並びにECオープンプラットフォームである「EC-CUBE」及びEコマースビジネスの
コンサルティング・開発を行うサービスである「SOLUTION」で展開する「商流プ
ラットフォーム事業」の2セグメントで事業を展開しております。
これら2つの事業は、すべてデジタルマーケティング活動を行う企業に向けた事業
であり、「マーケティングプラットフォーム事業」及び「商流プラットフォーム事
業」を通じて保有しているビッグデータを、社内のデータ分析機能であるマーケテ
ィングメトリックス研究所にて、分析・最適化することで両事業のシナジー効果を
実現しております。
　また、連結子会社であるLOCKON Vietnam Co., Ltd.においては、両事業のソ
フトウェア開発を行っております。
　
（7）主要な拠点

　

① 当社
名称 所在地

本社 大阪市北区

東京支社 東京都中央区
② 子会社

名称 所在地

LOCKON Vietnam Co., Ltd. ベトナム ホーチミン市
　
（8）従業員の状況
① 企業集団の従業員数
従 業 員 数 前連結会計年度末

比 増 減
98名 27名増

② 当社の従業員数
　

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平均勤続年数

72名 16名増 33.3歳 4.3年
　
（9）重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出資比率 主要な事業内容

LOCKON Vietnam Co., Ltd. 4,256百万VND(200千USD） 100％ ソフトウェア開発
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２．会社の株式に関する事項
（1） 発行可能株式総数 22,800,000株
（2） 発行済株式の総数 6,310,374株
（3） 株主数 3,896名
（4） 大株主
　

株 主 名 持 株 数
（株）

持株比率
（％）

岩田 進 2,817,400 44.6

福田 博一 1,021,200 16.2

又座 加奈子 415,400 6.6

株式会社セプテーニ 62,000 1.0

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ 60,000 1.0

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信
託口） 59,100 0.9

ロックオン従業員持株会 39,000 0.6

松井証券株式会社 36,100 0.6

日本証券金融株式会社 34,700 0.5

和出 憲一郎 28,800 0.5
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３．会社役員に関する事項
（1）取締役の状況（平成28年9月30日現在）

　

氏 名 地 位 担当及び重要な兼職の状況

※岩田 進 取締役社長 コーポレート戦略本部長

福田 博一 取締役副社長 マーケティングプラットフォーム開発本部長
経営管理本部長

又座 加奈子 専務取締役 マーケティングプラットフォーム営業運営本部長

森本 親治 取 締 役

藤本 光庸 取 締 役
（監査等委員）

塩尻 明夫 取 締 役
（監査等委員） 塩尻公認会計士事務所所長

中町 昭人 取 締 役
（監査等委員） アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー

　（注）1． ※印は代表取締役であります。
2. 取締役森本親治、藤本光庸、塩尻明夫、中町昭人は会社法第2条第15号に定める社外取締
役であります。

3. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織
的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監
査等委員を選定しておりません。

4. 監査等委員塩尻明夫は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し
ております。

5. 取締役和出憲一郎は、平成27年12月22日付で任期満了により退任しました。
6. 当社は、平成27年12月22日開催の第15回定時株主総会決議に基づき監査役会設置会社

から監査等委員会設置会社に移行しております。本移行に伴い、常勤監査役藤本光庸、監
査役塩尻明夫及び監査役中町昭人の任期が満了し、それぞれ監査等委員である取締役に就
任しております。

7. 取締役森本親治、藤本光庸、塩尻明夫、中町昭人は東京証券取引所の定めに基づく独立役
員として指定し、同取引所に届け出ております。

8． 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と
各部署の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入してお
ります。岩田進、福田博一、又座加奈子は執行役員を兼ねており、その担当は記載のとお
りであります。取締役を兼ねない執行役員は宇野計蔵であります。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、業務執行取締役以外の取締役と、会社法第427条第1項の規定に基づき、
同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限

度額としております。
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（3）取締役及び監査役の報酬等
　

区 分 人 数 支給額 備 考

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

5人
（ 2人）

62,533千円
（ 9,233千円）

平成27年12月22日開催の定時
株主総会決議に基づいて年額
200,000千円を限度として支
給しております。

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

3人
（ 3人）

9,700千円
（ 9,700千円）

平成27年12月22日開催の定時
株主総会決議に基づいて年額
30,000千円を限度として支給
しております。

社外監査役 3人 4,050千円
平成25年12月20日開催の定時
株主総会決議に基づいて年額
30,000千円を限度として支給
しております。

合計
（うち社外役員）

11人
（ 8人）

76,283千円
（ 22,983千円）

（注）1. 当社は、平成27年12月22日開催の第15回定時株主総会決議に基づき監査役会設置会社か
ら監査等委員会設置会社に移行しております。監査役に対する支給額は、本移行前のもの
であり、監査等委員に対する支給額は、本移行後のものであります。

2. 上記支給額のほか、平成28年12月22日開催予定の定時株主総会に提出予定の議案である
「退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件」が承認可決された場合、本定時株主総会の終結の
時をもって退任する監査等委員である取締役3名（うち社外取締役3名）に対し12,000千
円の退職慰労金を支給する予定であります。　

　
（4）社外役員に関する事項
①重要な兼職先である他の法人等と当社との関係
・社外取締役（監査等委員）塩尻明夫は、塩尻公認会計士事務所所長であり、
人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
・社外取締役（監査等委員）中町昭人は、アンダーソン・毛利・友常法律事務
所のパートナー弁護士であり、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特
別な利害関係はありません。
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②当事業年度における主な活動状況
出席状況及び発言状況

取締役
　森本 親治

就任後開催の取締役会10回中9回に出席し、事業戦略及び
財務・会計に関する豊富な知見と経験に基づき議案の審議
に必要な意見を適宜行っております。

取締役（監査等委員）
　藤本 光庸

当事業年度開催の取締役会に監査役として3回中2回、監
査等委員として10回中10回に出席し、また、監査役会3
回中2回、監査等委員会10回中10回に出席し、事業戦略
に対する豊富な知見と経験に基づき議案の審議に必要な意
見を適宜行っております。

取締役（監査等委員）
　塩尻 明夫

当事業年度開催の取締役会に監査役として3回中3回、監
査等委員として10回中10回に出席し、また、監査役会3
回中3回、監査等委員会10回中10回に出席し、財務・会
計に関する豊富な知見と経験に基づき議案の審議に必要な
意見を適宜行っております。

取締役（監査等委員）
　中町 昭人

当事業年度開催の取締役会に監査役として3回中3回、監
査等委員として10回中10回に出席し、また、監査役会3
回中3回、監査等委員会10回中10回に出席し、法律に関
する豊富な知見と経験に基づき議案の審議に必要な意見を
適宜行っております。

　（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締
役会決議があったものとみなす書面決議が9回ありました。
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４．会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ
　
（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 16,500千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額 16,500千円
　(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監

査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係
る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　
（3）会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意した理由

監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実
務指針」を踏まえ、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告
を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況
や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法
第399条第1項の同意を行っております。

　
（4）非監査業務の内容

当社は、有限責任監査法人トーマツに対して、公認会計士法第2条第1項の監査
証明業務以外の業務を委託しておりません。

　
（5）子会社の監査に関する事項

当社の子会社であるLOCKON Vietnam Co., Ltd.は、当社の会計監査人以外
の監査法人による監査を受けております。

　
（6）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由のいずれ
かに該当すると判断した場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を
解任いたします。また、会計監査人がその職務を適正に遂行することができない
と認められる場合、又は会計監査の適正性及び信頼性を高めるために会計監査人
の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は、株主総会に提出す
る会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

　
（7）責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。
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５．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、そ
の他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要及び当該
体制の運用状況は以下のとおりであります。

（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役会は、すべての取締役で構成し、法令に定める職務のほか、経営の基
本方針・戦略その他重要な業務執行の決定を行う。取締役会は、業務執行の
法令・定款への適合性を確保するため、原則として毎月開催する。

② 取締役は、執行役員会において経営に関する重要な事項について、十分な議
論を行い取締役会に送付し、審議・決定する。

③ 監査等委員は、監査等委員会が定めた監査等委員監査基準に基づき、業務状
況の調査等を通じ、取締役会の職務執行の監査を行う。

　
（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役は、その担当職務の執行に係る以下の文書（電磁的記録を含む）を、関
連資料と併せて最低10年間保管し、取締役は随時これらの文書を閲覧可能なもの
とする。
イ）株主総会議事録
ロ）取締役会議事録
ハ）重要な会議及び委員会の議事録

　
（3）当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 取締役会は、「経営危機管理規程」を当社及び当社子会社の損失の危険に関す
る統括的規程とする。

② 社長を委員長としてコンプライアンス委員会を常設し、当社及び当社子会社
の損失の危険の管理にあたる。
イ）法令違反の予防のために設置し、法令遵守の教育・訓練計画を立案する。
ロ）事業継続のリスク管理のために設置し、組織的に潜在リスクの予防、表面
化したリスクの収拾を行う。また、万一発生した危機に対して損失を最小
にとどめることを目的とする。

ハ）潜在リスク情報を早期に収集して、対処を容易にするために、内部通報制
度を整備する。リスク情報の通報先として、社外に設置した弁護士、社長
及び監査等委員を窓口とし、情報提供の仕組みを整備し、もって社内の自
律的な危機管理体制を担保する。

ニ）事務局は、コンプライアンス委員会に報告されたリスク情報をすべて監査
等委員に報告する。また、監査等委員は、いつでも報告を求めることがで
きる。
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（4）当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する

ための体制
① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎と
して、定時取締役会を原則毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を
開催する。経営方針及び戦略にかかわる重要事項については、特に慎重な審
議を経て業務執行の決定を行う。

② 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務権限規程等に
おいて、それぞれの責任者及びその権限、執行手続きについて定める。

③ 当社子会社の取締役の職務の執行については、「関係会社職務権限明細表」を
定め、その責任者、その権限、及び執行手続について定める。

　
（5）当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項

取締役会は、「関係会社管理規程」を定め、子会社の営業成績、財務状況その他
の重要な事項について、当社への定期的な報告を義務付ける。

　
（6）当社使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款

に適合することを確保するための体制
① コンプライアンス体制の基礎として、行動規範である「企業倫理規程」、具体
的な行動指針である「倫理規程」を定める。社長を委員長とするコンプライ
アンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の整備及び維持を図る。また、
適宜に規則ガイドラインの策定、コンプライアンス教育を実施する。

② 取締役は、当社使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人の法令違反その
他のコンプライアンス違反に関する事実を発見した場合は、遅滞なくコンプ
ライアンス委員会に報告しなければならない。コンプライアンス委員会委員
長は、法令違反その他のコンプライアンス違反に関する事実についての情報
を容易に入手するための通報窓口として、社内外の監査等委員・弁護士を窓
口とするコンプライアンス窓口の内部通報制度の周知を図り、その適正な運
用を行う。

③ 監査等委員は、当社及び当社子会社のコンプライアンス体制及び内部通報制
度の運用に問題があるときは、意見を述べるとともに改善策の策定を求める。

　
（7）監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制及び当該使用人の取締役

からの独立性に関する事項
① 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めたときは、会社
は当社の使用人から、監査等委員補助者を任命するものとする。
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② ①の使用人の、取締役からの独立性を確保するために、監査等委員は①の使
用人人事について、事前に報告を受け、必要な場合は会社に変更を申し入れ
ることができるものとする。

③ ①の使用人は、その職務にあたっては、監査等委員の指示にのみ従うものと
する。

（8）当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
及び監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席し、当社及び当社子会社

の業務執行に関する報告を受けることができる。
② 当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、当社及び当社子会社の業務又は
業績に影響を与える重要な事項がある場合は、監査等委員に直ちに報告する。
監査等委員は、いつでも必要に応じて、当社及び当社子会社の取締役及び使
用人に対して報告を求めることができる。

③ 取締役は、内部通報に関する規程を定め、その適切な運用を維持することに
より、コンプライアンス上の問題について監査等委員への適切な報告体制を
確保する。

　
（9）監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当

該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額

の予算を設ける。

上記業務の適正を確保するための体制の運用状況の概況は以下のとおりであり
ます。
① 取締役会規則を制定し、取締役が法令並びに定款に則って行動するよう徹底
しております。当事業年度において取締役会を13回開催しております。

② 監査等委員会は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき当社及び当
社子会社の監査を実施するとともに、代表取締役、会計監査人及び内部監査
室との間で定期的に情報交換等を行うことで、業務執行取締役の職務執行の
監査、内部統制の整備並びに運用状況を確認しております。当事業年度にお
いて監査等委員会を10回開催しております。

③ 「企業倫理規程」及び「倫理規程」を制定し、当社使用人並びに当社子会社の
取締役及び使用人が法令及び定款に則って行動するよう徹底しております。
また、内部統制監査によるモニタリングを通じ、法令義務違反が発生した場
合又は発生する恐れのある場合は厳格な調査を行い、客観的な事実関係を見
極め、適切な処理方法を選択するとともに、再発防止を図っております。
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６．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は株主への利益還元を重要な経営課題と認識しており、経営成績及び財政
状態を勘案し、内部留保とのバランスを図りながら、株主に対する利益還元を検
討していく方針であります。
こうした方針のもと、足許の業績動向も踏まえ、平成28年9月期の期末配当に
つきましては、1株当たり5円とさせていただきたいと存じます。なお、当社は、
剰余金配当の最終決定は、株主の皆さまの意見を反映できるよう株主総会におい
て決定することとしております。
内部留保資金につきましては、財務体質の強化及び今後の業容拡大のための資
金として有効に活用していく所存であります。
また、自己株式の取得につきましては、将来の株主価値の最大化を目的とした

機動的な資本政策を実行可能とするため、必要に応じて実施することとしており
ます。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成28年9月30日現在）

　

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 1,129,142 流 動 負 債 216,207
現 金 及 び 預 金 762,361 買 掛 金 25,420
売 掛 金 325,420 未 払 金 77,021
仕 掛 品 5 未 払 法 人 税 等 22,630
前 払 費 用 23,253 預 り 金 22,988
繰 延 税 金 資 産 13,600 賞 与 引 当 金 24,100
そ の 他 5,271 株 主 優 待 引 当 金 1,805
貸 倒 引 当 金 △770 資 産 除 去 債 務 10,400

そ の 他 31,840
固 定 資 産 305,211
有 形 固 定 資 産 75,771 固 定 負 債 24,996
建 物 38,487 資 産 除 去 債 務 24,700
工 具 器 具 備 品 37,284 そ の 他 296
無 形 固 定 資 産 122,474 負 債 合 計 241,203
ソ フ ト ウ ェ ア 107,224 純 資 産 の 部
ソフトウェア仮勘定 15,203 株 主 資 本 1,193,414
そ の 他 46 資 本 金 276,289
投資その他の資産 106,964 資 本 剰 余 金 266,267
投 資 有 価 証 券 15,772 利 益 剰 余 金 650,857
差 入 保 証 金 67,407 その他の包括利益累計額 △264
保 険 積 立 金 20,873 為替換算調整勘定 △264
そ の 他 3,163
貸 倒 引 当 金 △253

純 資 産 合 計 1,193,149
資 産 合 計 1,434,353 負 債及び純資産合計 1,434,353

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連 結 損 益 計 算 書
　

(平成平成2728年年109 月月 130日から日まで)
　

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 1,612,547
売 上 原 価 568,872
売 上 総 利 益 1,043,674
販売費及び一般管理費 795,738
営 業 利 益 247,936
営 業 外 収 益
講 演 料 等 収 入 753
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 1,834
償 却 債 権 取 立 益 7
そ の 他 244 2,839

営 業 外 費 用
為 替 差 損 489
そ の 他 7 496

経 常 利 益 250,279
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 250,279
法人税、住民税及び事業税 79,925
法 人 税 等 調 整 額 1,534 81,459

当 期 純 利 益 168,819
親会社株主に帰属する当期純利益 168,819

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結株主資本等変動計算書
　

(平成平成2728年年109 月月 130日から日まで)
　

　

（単位：千円)
　

株 主 資 本 その他の包括利益累計額

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 株 主 資 本
合 計

為 替 換 算
調 整 勘 定

当 期 首 残 高 268,730 258,708 510,201 1,037,640 △742
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 7,559 7,559 　 15,118
剰 余 金 の 配 当 △28,163 △28,163
親会社株主に帰属する当期純利益 　 　 168,819 168,819

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 　 　 　 477

当 期 変 動 額 合 計 7,559 7,559 140,656 155,774 477
当 期 末 残 高 276,289 266,267 650,857 1,193,414 △264
　
　 (単位：千円)
　

その他の包括利益累計額
純 資 産 合 計そ の 他 の

包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 △742 1,036,898
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 15,118
剰 余 金 の 配 当 △28,163
親会社株主に帰属する当期純利益 168,819

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 477 477

当 期 変 動 額 合 計 477 156,251
当 期 末 残 高 △264 1,193,149
　

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結注記表
Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
1. 連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社の状況
連結子会社の数 1社
連結子会社の名称 LOCKON Vietnam Co., Ltd.　
(2)非連結子会社の状況
非連結子会社の名称 LOCKON marketing of U.S.A. Inc.
連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損

益、及び利益剰余金等は、連結計算書類に重要な影響を及
ぼさないため、連結の範囲から除外しております。

　
2. 持分法の適用に関する事項
(1)持分法を適用した関連会社の状況
関連会社の数 1社
関連会社の名称 有限会社彩　
(2)持分法を適用しない非連結子会社の状況
非連結子会社の名称 LOCKON marketing of U.S.A. inc.
持分法を適用しない理由 非連結子会社は小規模であり、当期純損益(持分に見合う

額)、及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、連結計算書類
に重要な影響を及ぼさないため、持分法の適用範囲から除
外しております。

　
3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

　
4. 会計方針に関する事項
(1)資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による

簿価切り下げの方法により算定）
有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
　時価のないもの 移動平均法による原価法　
(2)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定率法

（ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備は
定額法）

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　 建物 10～15年
　 工具器具備品 5～10年
無形固定資産 定額法
なお、ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年以内）に基づく定額
法を採用しております。　
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(3)引当金の計上基準
貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して
おります。

賞与引当金 従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当連
結会計年度負担額を計上しております。

株主優待引当金 株主優待制度に伴う支出に備えるため、発生すると見込ま
れる額を合理的に見積り計上しております。　

(4)収益及び費用の計上基準
受注制作のソフトウェア等に係る収益及び費用の計上基準
当連結会計年度末までの進捗部分に
ついて成果の確実性が認められるもの

工事進行基準(工事進捗率の見積りは原価比例法)

　その他のもの 工事完成基準　
(5)消費税等の処理方法
税抜方法を採用しております。

Ⅱ.会計方針の変更
(企業結合に関する会計基準の適用)
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日）、「連結財務諸表に関
する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年9月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」
（企業会計基準第7号 平成25年9月13日）等を、当連結会計年度から適用し、当期純利益等の表
示の変更を行っております。

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
当社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務
上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を適用し、平成28年4月1日以後に取得
する建物附属設備に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、当連結会計年度において、連結計算書類への影響は軽微であります。

　
Ⅲ．連結貸借対照表に関する注記
資産から直接控除した減価償却累計額
　有形固定資産
建物 31,404千円
工具器具備品 126,529千円

　
Ⅳ．連結株主資本等変動計算書に関する注記
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
期首株式数 6,258,600株
当期増加株式数(注)2 51,774株
当期減少株式数 －株
当期末株式数 6,310,374株　 (注) 1. 発行済株式はすべて普通株式となっております。

2. 当期の増加は、新株予約権の行使によるものであります。　
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2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

1株当たり
配当額 基準日 効力発生日

平成27年12月
22日定時株主

総会
普通株式 28,163 4円50銭 平成27年

9月30日
平成27年
12月24日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
(千円)

1株当た
り配当額 基準日 効力発生日

平成28年12月
22日定時株主

総会
普通株式 利益剰余金 31,551 5円 平成28年

9月30日
平成28年
12月26日

平成28年12月22日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を上記
のとおり提案しております。

　
3. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の内訳 新株予約権の目的と
なる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株)
期首
株式数

当期増加
株式数

当期減少
株式数

期末
株式数

第3回新株予約権 普通株式 66,504 ー 52,194 14,310

第4回新株予約権 普通株式 76,368 ー 2,946 73,422

合計 142,872 ー 55,140 87,732
(注) 1. 第3回新株予約権の目的となる株式の当期減少は、新株予約権の行使及び付与者の退職に伴

う失効によるものであります。
2. 第4回新株予約権の目的となる株式の当期減少は、付与者の退職に伴う失効によるものであ
ります。

　
Ⅴ．金融商品に関する注記
1. 金融商品の状況に関する事項
　(1) 金融商品に対する取組方針
　 当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
　(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。ま
た、取引先ごとの残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を把握する体制としており
ます。

　

― 25 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年11月22日 15時29分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.50(64) 20160829_01）



2. 金融商品の時価等に関する事項
平成28年9月30日(当期の連結決算日)における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額

については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるもの
は、次表には含めておりません((注)2参照)。

　(単位：千円)
連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1)現金及び預金 762,361 762,361 ー

(2)売掛金 325,420 325,420 ー

資産計 1,087,781 1,087,781 ー

(1)買掛金 25,420 25,420 ー

(2)未払金 77,021 77,021 ー

負債計 102,442 102,442 ー
　(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
負債
(1) 買掛金、(2) 未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。

　
2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

区分 連結貸借対照表計上額(千円)

投資有価証券 15,772
　 上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ･フローを見積もることなどができ

ず時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
　

3. 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
1年以内
(千円)

1年超
5年以内
(千円)

5年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 762,361 ー ー ー

売掛金 325,420 ー ー ー

合計 1,087,781 ー ー ー
　 　
Ⅵ．１株当たり情報に関する注記　 １株当たり純資産額 189円08銭

１株当たり当期純利益 26円79銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 26円69銭
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貸 借 対 照 表
（平成28年9月30日現在）

　
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 1,111,750 流 動 負 債 220,401
現 金 及 び 預 金 750,153 買 掛 金 34,539
売 掛 金 325,420 未 払 金 76,808
仕 掛 品 5 未 払 法 人 税 等 22,630
貯 蔵 品 487 前 受 金 31,840
前 払 費 用 20,455 預 り 金 18,277
繰 延 税 金 資 産 13,600 賞 与 引 当 金 24,100
そ の 他 2,398 株主優待引当金 1,805
貸 倒 引 当 金 △770 資 産 除 去 債 務 10,400
固 定 資 産 326,418 固 定 負 債 24,700
有 形 固 定 資 産 75,771 資 産 除 去 債 務 24,700
建 物 38,487
工 具 器 具 備 品 37,284 負 債 合 計 245,101
無 形 固 定 資 産 122,474 純 資 産 の 部
ソ フ ト ウ ェ ア 107,224 株 主 資 本 1,193,067
ソフトウェア仮勘定 15,203 資 本 金 276,289
そ の 他 46 資 本 剰 余 金 266,267
投資その他の資産 128,172 資 本 準 備 金 266,267
投 資 有 価 証 券 8,000 利 益 剰 余 金 650,510
関 係 会 社 株 式 5,938 その他利益剰余金 650,510
関係会社長期貸付金 30,000 　 繰越利益剰余金 650,510
長 期 前 払 費 用 2,910
差 入 保 証 金 64,908
保 険 積 立 金 20,873
繰 延 税 金 資 産 1,557
そ の 他 253
貸 倒 引 当 金 △6,269 純 資 産 合 計 1,193,067
資 産 合 計 1,438,169 負債及び純資産合計 1,438,169

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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損 益 計 算 書
　

(平成平成2728年年109 月月 130日から日まで)
　

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 1,612,547
売 上 原 価 560,191
売 上 総 利 益 1,052,355
販売費及び一般管理費 795,132
営 業 利 益 257,223
営 業 外 収 益
講 演 料 等 収 入 753
償 却 債 権 取 立 益 7
そ の 他 137 898

営 業 外 費 用
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 6,015
そ の 他 8 6,024

経 常 利 益 252,098
特 別 損 失
関 係 会 社 株 式 評 価 損 3,368 3,368

税 引 前 当 期 純 利 益 248,729
法人税、住民税及び事業税 79,925
法 人 税 等 調 整 額 △319 79,606

当 期 純 利 益 169,123
（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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株主資本等変動計算書
　

(平成平成2728年年109 月月 130日から日まで)
　

　

（単位：千円）
　

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 資 本 剰 余 金
合 計

そ の 他 利 益
剰 余 金

利益剰余金合計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 268,730 258,708 258,708 509,550 509,550
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 7,559 7,559 7,559 　
剰 余 金 の 配 当 △28,163 △28,163
当 期 純 利 益 　 　 169,123 169,123

当 期 変 動 額 合 計 7,559 7,559 7,559 140,959 140,959
当 期 末 残 高 276,289 266,267 266,267 650,510 650,510
　
　 （単位：千円）
　

株 主 資 本
純 資 産 合 計株 主 資 本

合 計
当 期 首 残 高 1,036,989 1,036,989
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 15,118 15,118
剰 余 金 の 配 当 △28,163 △28,163
当 期 純 利 益 169,123 169,123

当 期 変 動 額 合 計 156,077 156,077
当 期 末 残 高 1,193,067 1,193,067
　

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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個別注記表　Ⅰ．重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下

げの方法により算定）
有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券
　時価のないもの 移動平均法による原価法　 2. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定率法

（ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備は定額法）
　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　 建物 10～15年
　 工具器具備品 5～10年
無形固定資産 定額法
なお、ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年以内）に基づく定額
法を採用しております。　 3. 引当金の計上基準
貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額
を計上しております。

株主優待引当金 株主優待制度に伴う支出に備えるため、発生すると見込まれる額を合理
的に見積り計上しております。　 4. 収益及び費用の計上基準

受注制作のソフトウェア等に係る収益及び費用の計上基準
当事業年度末までの進捗部分について
成果の確実性が認められるもの

工事進行基準(工事進捗率の見積りは原価比例法)

　その他のもの 工事完成基準　 5. 消費税等の処理方法
税抜方式を採用しております。

　
Ⅱ.会計方針の変更
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
当社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務
上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を適用し、平成28年4月1日以後に取得
する建物附属設備に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、当事業年度において、計算書類への影響は軽微であります。
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Ⅲ．貸借対照表に関する注記
1. 資産から直接控除した減価償却累計額
　有形固定資産
建物 31,404千円
工具器具備品 126,529千円　 2. 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務
短期金銭債権 671千円
短期金銭債務 15,642千円

　
Ⅳ. 損益計算書に関する注記
　 関係会社との取引高

売上原価 139,418千円
　
Ⅴ．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）
　流動資産
　 賞与引当金 7,425千円
　 資産除去債務 3,204千円
未払事業税 2,218千円

　 その他 752千円
　 計 13,600千円
　固定資産
　 資産除去債務 7,610千円
　 減価償却費 2,206千円
　 関係会社株式 11,246千円
　 その他 1,931千円
　 計 22,994千円
　 評価性引当額 11,246千円
　 計 11,748千円
　固定負債
　 資産除去債務に対応する除去費用 10,191千円
　 計 10,191千円
　 計 1,557千円
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Ⅵ. 関連当事者との取引に関する注記
　 子会社及び関連会社等

(単位：千円)
会社等の名称 議決権等の

所有
関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

LOCKON
Vietnam
Co., Ltd.

所有
直接100% 子会社

ソフトウェア
開発の委託 81,179 買掛金 9,119

経費の立替払
い － (流動資産)

その他 189

資金の貸付 30,000
関係会社
長期貸付
金

30,000

(有)彩 所有
直接 20% 関連会社 ソフトウェア

開発の委託 58,238 買掛金 6,523
　(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含ま

れております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針
価格その他の取引条件は市場実勢を勘案して決定しております。

　
Ⅶ．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 189円06銭
１株当たり当期純利益 26円83銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 26円74銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書

平成28年11月11日
株式会社 ロックオン
　 取 締 役 会 御中

　 有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山田 美樹 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 木戸脇美紀 ㊞

　
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ロックオンの平成27年
10月1日から平成28年9月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を
行った。
　
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による
重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断
した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正
妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連
結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手
続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算
書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、
内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の
作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した
会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
　
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して、株式会社ロックオン及び連結子会社からなる企業集団の当
該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
　

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。

　以 上
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会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書

平成28年11月11日
株式会社 ロックオン
　 取 締 役 会 御中

　 有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山田 美樹 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 木戸脇美紀 ㊞

　
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ロックオンの平
成27年10月1日から平成28年9月30日までの第16期事業年度の計算書類、すなわち、貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書に
ついて監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正
又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示
するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書
類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求め
ている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入
手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬
による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立
案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を
検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示
を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
　
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期
間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。

　以 上
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監査等委員会の監査報告書謄本

監 査 報 告 書
　当監査等委員会は、平成27年10月1日から平成28年9月30日までの第16期事業年度の取締役
の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたしま
す。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締
役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に
応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の
上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所にお
いて業務及び財産の状況を調査しました。また子会社については、子会社の取締役及び監
査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし
た。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平
成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ
て説明を求めました。
　
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書、並
びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連
結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年11月16日

株式会社　ロックオン監査等委員会
選 定 監 査 等 委 員 藤 本 光 庸 ㊞
監 査 等 委 員 塩 尻 明 夫 ㊞
監 査 等 委 員 中 町 昭 人 ㊞

（注）監査等委員である取締役は全員、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する
社外取締役です。

以 上
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株主総会参考書類　議案及び参考事項
第1号議案 剰余金の処分の件
当期の期末配当につきましては、当期の業績、今後の事業環境及び事業の継続
的成長のための内部留保などを総合的に勘案し、以下のとおりとさせていただき
たいと存じます。
(1) 配当財産の種類
　 金銭
(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　 当社普通株式1株につき金5円 総額31,551,870円
(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日
　 平成28年12月26日
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第2号議案 監査等委員である取締役以外の取締役3名選任の件
監査等委員である取締役以外の取締役全員（4名）は、本総会終結の時をもって
任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役以外の取締役3名の
選任をお願いするものであります。
監査等委員である取締役以外の取締役候補者は、次のとおりです。

候補者
番号

氏名
（生年月日）

略歴
（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）

所有する当
社株式の数

1 岩
い わ た
田　 進

すすむ

（昭和52年7月16日）

平成13年6 月 有限会社ロックオン(現株式会社ロ
ックオン)設立
当社代表取締役社長就任(現任)

平成25年12月 当社執行役員就任(現任)
平成28年10月 当社コーポレート戦略本部長兼ビジ

ネスソリューション本部長就任（現
任）

2,817,400株

2 福
ふ く だ
田　博

ひ ろ か ず
一

（昭和51年11月16日）

平成11年4 月 日立金属株式会社入社
平成14年9 月 有限会社ロックオン(現株式会社ロ

ックオン)入社
当社取締役副社長就任(現任)

平成25年12月 当社執行役員就任(現任)
平成28年10月 当社経営管理本部長兼製品開発本部

長就任（現任）

1,021,200株

3 又
ま た ざ
座　加奈子

か な こ

（昭和53年3月22日）

平成13年12月 有限会社ロックオン(現株式会社ロ
ックオン)入社
当社取締役就任

平成19年12月 当社専務取締役就任(現任)
平成25年12月 当社執行役員就任(現任)
平成26年10月 当社人事総務部長就任
平成28年10月 当社マーケティング本部長兼コンサ

ルティングサービス本部長就任（現
任）

415,400株

（注）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
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第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役藤本光庸氏、塩尻明夫氏、及び中町昭人氏は、本総会
終結の時をもって退任されますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願い
するものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

氏名
（生年月日）

略歴
（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）

所有する当
社株式の数

1 椎
し い の き
木　 茂

しげる

（昭和25年2月13日）

平成 5 年 1 月 PWCコンサルタント株式会社パー
トナー＆常務取締役

平成14年10月 IBMビジネスコンサルティングサー
ビス株式会社常務取締役兼日本ア
イ・ビー・エム株式会社執行役員
GBS担当

平成18年 7 月 IBMビジネスコンサルティングサー
ビス株式会社代表取締役社長兼日本
アイ・ビー・エム株式会社執行役員
GBS担当

平成21年 7 月 日本アイ・ビー・エム株式会社専務
執行役員兼IBMビジネスコンサルテ
ィングサービス株式会社代表取締役
社長

平成24年 1 月 日本アイ・ビー・エム株式会社顧問
平成25年 4 月 日本オラクル株式会社副社長執行役

員アプリケーションビジネス統括・
アライアンス事業統括

平成28年 6 月 日本オラクル株式会社相談役
平成28年 8 月 同社退任

－株

2 佐
さ え き
伯　壽

と し か ず
一

（昭和23年3月1日）

昭和45年 4 月 株式会社神戸製鋼所入社
平成13年 6 月 同社理事・大阪支社長
平成14年 6 月 神鋼ケアライフ株式会社代表取締役

社長就任
平成14年 6 月 株式会社神戸製鋼所退社
平成23年 6 月 神鋼ケアライフ株式会社顧問役就任
平成24年 4 月 国立大学法人神戸大学特命教授・学

長補佐（現任）
平成27年 6 月 株式会社淀川製鋼所取締役就任（現

任）

－株
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候補者
番号

氏名
（生年月日）

略歴
（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）

所有する当
社株式の数

3 西
に し の
野　 充

みつる

（昭和27年8月27日）

昭和50年 4 月 株式会社東京銀行（現 株式会社三
菱東京UFJ銀行）入行

平成13年 5 月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会
社三菱東京UFJ銀行）新橋支社長

平成13年 7 月 同行理事
平成15年 4 月 同行神戸支社長
平成18年 1 月 株式会社三菱東京UFJ銀行本店審議

役
平成18年 8 月 ペンタックス株式会社顧問
平成19年 1 月 同社執行役員
平成19年 6 月 同社執行役員CSR・内部統制統括部

長
平成20年 3 月 HOYA株式会社監査部ゼネラル・マ

ネージャー
平成20年 6 月 AvanStrate株式会社監査役
平成24年 6 月 旭精機工業株式会社監査役（社外監

査役）（現任）

－株

（注）1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.佐伯壽一氏及び西野充氏は、社外取締役候補者であります。
3.佐伯壽一氏を社外取締役候補者とした理由は、事業会社における長年にわたる豊富な経験と
幅広い知識を当社の監査に反映していただくことを期待したためであります。
西野充氏を社外取締役候補者とした理由は、事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅
広い知識を当社の監査に反映していただくことを期待したためであります。
4.第3号議案が原案どおり承認されることを条件として、当社は椎木茂氏、佐伯壽一氏及び西
野充氏との間で当社定款の規定に基づき、法令の定める額を限度として、任務を怠ったこと
による損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
5.当社は、佐伯壽一氏及び西野充氏が原案どおり選任された場合、東京証券取引所が定める独
立役員として、同取引所に届け出る予定であります。
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第4号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、本総会終結の時をもっ

て任期満了により退任されます。つきましては監査等委員会の決定に基づき、
PwCあらた有限責任監査法人を会計監査人に選任することにつきご承認をお願い
するものであります。
なお、監査等委員会がPwCあらた有限責任監査法人を会計監査人の候補者とし
たのは、同監査法人の独立性及び専門性、監査活動の適切性、効率性並びに監査
報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
会計監査人候補者は、次のとおりであります。
氏 名 PwCあらた有限責任監査法人

事務所
主たる事務所 東京都中央区銀座八丁目21番1号

住友不動産汐留浜離宮ビル
その他の事務所 名古屋事務所、大阪事務所、福岡連絡事務所

沿 革

平成18年 6 月 あらた監査法人設立(日本におけるプライスウォーターハ
ウスクーパース (PwC)のメンバーファームとして設立)

平成18年 7 月 業務開始
平成27年 7 月 法人名称をPwCあらた監査法人に変更
平成28年 7 月 PwCあらた有限責任監査法人に移行

概 要

出資金 1,000百万円(平成28年4月1日現在)
構成人員 代表社員・社員 122名

公認会計士 804名
会計士補・公認会計士
試験合格者等 441名
監査補助職員 769名
その他の事務職員等 414名
合 計 2,550名(平成28年6月30日現在)
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第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって監査等委員である取締役を退任される藤本光庸、塩尻
明夫、中町昭人の各氏には、ご在任中には当初想定した以上の監査業務に従事い
ただき、ご負担をおかけいたしました。そこで下記のとおり、退職慰労金を贈呈
することを議案としてお諮りするものです。
　なお、各氏に対する金額及び略歴は次のとおりであります。
氏名 金額 略歴

藤 本 光 庸 480万円
平成19年 8 月 当社常勤監査役
平成27年12月 当社取締役（監査等委員）（現任）

塩 尻 明 夫 360万円
平成18年 8 月 当社監査役就任
平成27年12月 当社取締役（監査等委員）（現任）

中 町 昭 人 360万円
平成25年12月 当社監査役就任
平成27年12月 当社取締役（監査等委員）（現任）

＜ご参考＞
　当社には退職慰労金に関する規程がありませんので、役員に対する退職慰労金
は、支給金額を個別に明示した上で、株主総会の議案として付議する方針であり
ます。

以上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

　
会 場：大阪市北区梅田二丁目4番9号
　 ブリーゼタワー8Ｆ
　 ブリーゼプラザ会議室
　 TEL 06-4795-7500

　

　
交通 JR東西線 北新地駅から徒歩約5分

大阪市営地下鉄 西梅田駅から徒歩約5分
JR東海道本線・大阪環状線・福知山線 大阪駅から徒歩約7分
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